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法政大学保健体育センター 

 

 

（重要）部活動及び施設利用停止の継続について 

 

  

 国の緊急事態宣言期間延長を受け、下記の期間中は、部活動及び学内体育施

設の利用を引き続き停止いたします。 

 下記期間以降の利用については改めてお知らせします。 

 

 

【活動及び施設利用の停止期間】 

２０２０年５月７日（木）～５月３１日（日） 

 
 


